
 

議案第７８号 

 

山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条

例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成３０年８月３１日提出 

 

                  山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関す

る条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条

例（平成２８年山陽小野田市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

  山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均

一課税に関する条例   

第１条中「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「認定地方活力

向上地域等特定業務施設整備計画」に、「不均一課税」を「課税免除及び不均

一課税」に改める。 

第２条第１号中「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「認定地

方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に、「規定する地方活力向上地域特

定業務施設整備計画」を「規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計

画」に改め、同条第２号中「第５条第４項第４号」を「第５条第４項第５号」

に改め、同条第３号中「第５条第１６項」を「第５条第１５項」に、「同条第

４項第４号」を「同条第４項第５号イ」に改め、同条第４号中「平成３０年３

月３１日」を「平成３２年３月３１日」に、「地方活力向上地域特定業務施設

整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める。 

第３条を次のように改める。 



 

（固定資産税の課税免除及び不均一課税） 

第３条 地方活力向上地域内において、認定事業者が、当該認定を受けた日か

ら同日の翌日以後２年を経過する日まで（同日までに法第１７条の２第６項

の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日ま

で）の間に、特定業務施設を新設し、又は増設した場合には、省令第２条第

１号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産（以下「特

別償却設備」という。）並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地（公示

日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日

から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の

着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産税又

は固定資産税の税率は、次のとおりとする。 

(1) 法第１７条の２第１項第１号に規定する事業の用に供する特別償却設備

等については、新たに固定資産税を課することとなった年度に限り、課税

を免除し、及び当該特別償却設備等に対して課する固定資産税の税率は、

山陽小野田市税条例（平成１７年山陽小野田市条例第８８号）第６２条の

規定にかかわらず、当該年度の翌年度から２年度分に限り、次のア及びイ

に掲げる区分ごとに、当該ア及びイに定める税率とする。 

ア 第２年度分 １００分の０．３５ 

イ 第３年度分 １００分の０．７０ 

(2) 法第１７条の２第１項第２号に規定する事業の用に供する特別償却設備

等については、当該特別償却設備等に対して課する固定資産税の税率は、

山陽小野田市税条例第６２条の規定にかかわらず、新たに固定資産税を課

することとなった年度から３年度分に限り、次のアからウまでに掲げる区

分ごとに、当該アからウまでに定める税率とする。 

 ア 初年度分 １００分の０．０１ 

イ 第２年度分 １００分の０．３５ 

ウ 第３年度分 １００分の０．７０ 

 第４条の見出し中「不均一課税」を「課税免除等」に改め、同条第１項及び

第２項中「不均一課税」を「課税免除又は不均一課税」に改める。 

 第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 



 

（適用除外） 

第６条 この条例の規定は、山陽小野田市地域経済牽引事業の促進に係る固定

資産税の特例に関する条例（平成３０年山陽小野田市条例第２９号）の規定

による固定資産税の課税免除を受けた家屋、構築物及び土地については、適

用しない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の山陽小野田市地方活力向

上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第２条第４号に規定す

る地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けている事業者は、こ

の条例による改正後の山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の

課税免除及び不均一課税に関する条例第２条第４号に規定する地方活力向上

地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者とみなす。 

 （山陽小野田市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条

例の一部改正） 

３ 山陽小野田市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条

例（平成３０年山陽小野田市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  第８条中「山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課

税に関する条例」を「山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の

課税免除及び不均一課税に関する条例」に、「不均一課税の適用」を「課税

免除又は不均一課税の適用」に改める。 
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議案第７８号参考資料 

山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の課

税免除及び不均一課税に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地域再生法（平成１７年法律第２４号。

以下「法」という。）に基づき、本市における地域経済の活

性化、雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を図ること

を目的として、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計

画に従って、特定業務施設を地方活力向上地域内に設置した

認定事業者に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

６条第２項の規定による固定資産税の課税免除及び不均一課

税について、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

(1) 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 法第 

１７条の２第３項に規定する認定を受けた同条第１項に規

山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の不

均一課税に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地域再生法（平成１７年法律第２４号。

以下「法」という。）に基づき、本市における地域経済の活

性化、雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を図ること

を目的として、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画

に従って、特定業務施設を地方活力向上地域内に設置した認

定事業者に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第６

条第２項の規定による固定資産税の不均一課税について、必

要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

(1) 認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画 法第１７

条の２第３項に規定する認定を受けた同条第１項に規定す
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定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。 

(2) 特定業務施設 法第５条第４項第５号に規定する特定業

務施設をいう。 

(3) 地方活力向上地域 法第５条第１５項に規定する認定を

受けた同条第１項に規定する地域再生計画に記載されてい

る同条第４項第５号イに規定する地域をいう。 

(4) 認定事業者 地域再生法第１７条の６の地方公共団体等

を定める省令（平成２７年総務省令第７３号。以下「省

令」という。）第１条に規定する公示日（以下「公示日」

という。）から平成３２年３月３１日までの間に、法第 

１７条の２第３項の規定に基づき、同条第１項に規定する

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた

事業者をいう。 

（固定資産税の課税免除及び不均一課税） 

第３条 地方活力向上地域内において、認定事業者が、当該認

定を受けた日から同日の翌日以後２年を経過する日まで（同

日までに法第１７条の２第６項の規定により当該認定を取り

消されたときは、その取り消された日の前日まで）の間に、

る地方活力向上地域特定業務施設整備計画をいう。 

(2) 特定業務施設 法第５条第４項第４号に規定する特定業

務施設をいう。 

(3) 地方活力向上地域 法第５条第１６項に規定する認定を

受けた同条第１項に規定する地域再生計画に記載されてい

る同条第４項第４号に規定する地域をいう。 

(4) 認定事業者 地域再生法第１７条の６の地方公共団体等

を定める省令（平成２７年総務省令第７３号。以下「省

令」という。）第１条に規定する公示日（以下「公示日」

という。）から平成３０年３月３１日までの間に、法第 

１７条の２第３項の規定に基づき、同条第１項に規定する

地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事

業者をいう。 

（固定資産税の不均一課税） 

第３条 地方活力向上地域内において、認定事業者が、当該認

定を受けた日から同日の翌日以後２年を経過する日まで（同

日までに法第１７条の２第６項の規定により当該認定を取り

消されたときは、その取り消された日の前日まで）の間に、
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特定業務施設を新設し、又は増設した場合には、省令第２条

第１号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償

却資産（以下「特別償却設備」という。）並びに当該家屋又

は構築物の敷地である土地（公示日以後に取得したものに限

り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算し

て１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建

設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して

課する固定資産税又は固定資産税の税率は、次のとおりとす

る。 

 (1) 法第１７条の２第１項第１号に規定する事業の用に供す

る特別償却設備等については、新たに固定資産税を課する

こととなった年度に限り、課税を免除し、及び当該特別償

却設備等に対して課する固定資産税の税率は、山陽小野田

市税条例（平成１７年山陽小野田市条例第８８号）第６２

条の規定にかかわらず、当該年度の翌年度から２年度分に

限り、次のア及びイに掲げる区分ごとに、当該ア及びイに

定める税率とする。 

ア 第２年度分 １００分の０．３５ 

特定業務施設を新設し、又は増設した場合には、省令第２条

第１号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償

却資産（以下「特別償却設備」という。）並びに当該家屋又

は構築物の敷地である土地（公示日以後に取得したものに限

り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算し

て１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建

設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して

課する固定資産税の税率は、山陽小野田市税条例（平成１７

年山陽小野田市条例第８８号）第６２条の規定にかかわら

ず、新たに固定資産税を課することとなった年度から３年度

分に限り、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める

税率とする。 

(1) 初年度分 １００分の０．１４ 

(2) 第２年度分 １００分の０．３５ 

(3) 第３年度分 １００分の０．７０ 
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イ 第３年度分 １００分の０．７０ 

(2) 法第１７条の２第１項第２号に規定する事業の用に供す

る特別償却設備等については、当該特別償却設備等に対し

て課する固定資産税の税率は、山陽小野田市税条例第６２

条の規定にかかわらず、新たに固定資産税を課することと

なった年度から３年度分に限り、次のアからウまでに掲げ

る区分ごとに、当該アからウまでに定める税率とする。 

 ア 初年度分 １００分の０．０１ 

イ 第２年度分 １００分の０．３５ 

ウ 第３年度分 １００分の０．７０ 

（課税免除等の申請等） 

第４条 前条の規定による固定資産税の課税免除又は不均一課

税の適用を受けようとする者は、特別償却設備を事業の用に

供した日の属する年の翌年の１月３１日までに、市長に申請

しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合においては、

その内容を審査し、適当と認めるときは、当該固定資産に対

して課税免除又は不均一課税の適用をすることを決定し、当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（不均一課税の申請等） 

第４条 前条の規定による固定資産税の不均一課税の適用を受

けようとする者は、特別償却設備を事業の用に供した日の属

する年の翌年の１月３１日までに、市長に申請しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合においては、

その内容を審査し、適当と認めるときは、当該固定資産に対

して不均一課税の適用をすることを決定し、当該申請をした
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該申請をした者（以下「申請者」という。）に対してその旨

を通知する。 

３ （略）  

 

（適用除外） 

第６条 この条例の規定は、山陽小野田市地域経済牽引事業の

促進に係る固定資産税の特例に関する条例（平成３０年山陽

小野田市条例第２９号）の規定による固定資産税の課税免除

を受けた家屋、構築物及び土地については、適用しない。 

第７条 （略） 

 

者（以下「申請者」という。）に対してその旨を通知する。 

 

３ （略） 

 

 

 

 

 

 

第６条 （略） 
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山陽小野田市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例新旧対照表（附則第３項関係） 

改 正 後 改 正 前 

（適用除外） 

第８条 この条例の規定は、山陽小野田市地方活力向上地域

における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条

例（平成２８年山陽小野田市条例第３０号）の規定による

固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けた家

屋、構築物及び土地については、適用しない。 

 

（適用除外） 

第８条 この条例の規定は、山陽小野田市地方活力向上地域

における固定資産税の不均一課税に関する条例（平成２８

年山陽小野田市条例第３０号）の規定による固定資産税の

不均一課税の適用を受けた家屋、構築物及び土地について

は、適用しない。 

 

 


